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第 1章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

1.1 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境影響

評価準備書（以下「準備書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書及びその要約書

を公告の日から起算して 1ヵ月間縦覧に供した。 

 

（1）公告の日 

令和 5年 1月 31日（火） 

 

（2）公告の方法 

①日刊新聞紙による公告 

下記日刊紙に「公告」を掲載した（別紙1）。 

・令和5年1月31日（火）付 北海道新聞の小樽後志版 

 

②日刊新聞紙への折り込み 

関係自治体である北海道島牧郡島牧村、寿都郡寿都町及び寿都郡黒松内町に集配される各日刊紙へ

公告に関する案内の折り込みを実施した（別紙2）。 

 

③インターネットによるお知らせ 

令和5年1月31日（火）から、下記のウェブサイトに掲載した。 

・コスモエコパワー株式会社 ホームページ（別紙3） 

https://cosmo.eco-power.co.jp/assess/shimamaki3.html 

 

また、北海道のホームページに、上記縦覧ページへのリンクを掲載した。 

 

 



－2－ 

（3）縦覧場所 

関係自治体庁舎 3箇所及び北海道後志総合振興局 1箇所において縦覧を行った。また、インターネ

ットによる電子縦覧を行った。 

 

①関係自治体庁舎での縦覧 

•島牧村役場（北海道島牧郡島牧村字泊 83-1） 

•寿都町役場（北海道寿都郡寿都町渡島町 140−1） 

•黒松内町役場 コミュニティ防災センター（北海道寿都郡黒松内町字黒松内 302-1） 

 

②北海道後志総合振興局での縦覧 

・北海道後志総合振興局 保健環境部 環境生活課（虻田郡倶知安町北 1条東 2丁目後志合同庁舎） 

 

③インターネットの利用による縦覧 

・コスモエコパワー株式会社 ホームページ（別紙 3） 

https://cosmo.eco-power.co.jp/assess/shimamaki3.html 

 

（4）縦覧期間 

・縦覧期間：令和 5年 1月 31日（火）から令和 5年 3月 1日（水）まで 

・縦覧時間：各庁舎の開館時間に準じた。また、インターネットによる電子縦覧については、上記の

期間、終日アクセス可能な状態とした。 

 

（5）縦覧者数 

関係自治体庁舎での縦覧者数は 14人（島牧村 12名、寿都町 2名）であった。 
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1.2 環境影響評価準備書についての説明会の開催 

環境影響評価法第 17条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会を開催した。 

説明会についての公告、開催日時及び開催場所等は以下のとおりである。 

 

（1）開催日時 

・島牧村 ：令和 5年 2月 10日（金） 18時 30分～19時 30分 

・黒松内町：令和 5年 2月 11日（土） 10時～11時 

・寿都町 ：令和 5年 2月 12日（日） 14時～15時 

 

（2）開催場所 

・島牧村 ：ふれあい交流センターおあしす 

・黒松内町：歌才自然の家 環境学習センター 

・寿都町 ：寿都町総合文化センター 

 

（3）来場者数 

・島牧村 ：11名 

・黒松内町：9名 

・寿都町 ：5名 

 

1.3 環境影響評価準備書についての意見の把握 

環境影響評価法第 18 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提出を受け

付けた（意見書様式は別紙 4参照）。 

 

（1）意見書の提出期間 

令和 5年 1月 31日（火）から令和 5年 3月 15日（水）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

（2）意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

・縦覧場所に設置した意見書箱への書面の投函 

・コスモエコパワー株式会社への書面の郵送 

・コスモエコパワー株式会社へのメールでの送付 

 

（3）意見書の提出状況 

意見書の提出は 3通、意見総数は 14件であった。 
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第 2章 環境影響評価準備書について提出された環境保全の見地からの 

意見の概要及び事業者の見解 
環境影響評価法第 18 条の規定に基づく、準備書について提出された環境保全の見地からの意見の概

要及びこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。なお、意見は全て原文の表現のまま記載した。 

 

準備書について提出された意見の概要及び事業者の見解（1） 

                       兵庫県宝塚市 A氏 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 

寿都町の説明会に参加して、「累積影響」に対するご

見解を聴いて少々びっくりしましたが、隣接事業者の

意向を無視して、また北海道知事の意見書にも逆らっ

て「先行事業者であるから累積影響を実施しないと」

言うのは、風力事業者大手の貴社にしては信じられな

い暴挙・暴論であると思料します。それ故、アセスメ

ント準備書及び地元説明会のやり直しをお願いした

い。本件については、METI 電力安全課及び北海道庁環

境局環境影響審査係にも正式にクレームに上がりま

す。宜しくお願いします。 

本事業では、対象事業実施区域内に存在する新島牧ウィ

ンドファームについて、諸元等の情報を可能な限り把握し

た上で、累積的な影響について検討しております。また、

景観につきましては、眺望景観に含まれる他事業の風力発

電機も含めて予測を行い、累積的影響について検討してお

ります。計画中の他事業については、事業計画が明確にな

っていないことから累積的影響は検討しておりませんが、

当社がアセス手続き中に他社事業の工事着手が確認され

た場合は、他社事業の蓋然性が相当程度高まったと判断

し、累積的影響を検討することとしております。 

 

準備書について提出された意見の概要及び事業者の見解（2） 

                             北海道茅部郡鹿部町 B氏 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 

（1）対象事業実施区域（計画地）周辺の自然環境及び鳥

類全般について 

計画地は広葉樹、針葉樹が混じる混合林で耕作地とササ

原、ヨシ原、草原と近くに河川もあります。このようなこ

とから貴社の調査結果から多くの野鳥が確認されます（約

160 種）。特に絶滅危惧種、オオワシ、オジロワシ、チュ

ウヒ、オオジシギなども確認されてます。さらに、計画地

一帯は、多くの渡り、営巣地、採餌場があると思われます

（調査では確認されてなかったが・・・・）。10 年ほど前

に別の事業者の調査ですとクマタカの営巣跡がある報告

がありました。再度詳細に把握したうえで影響を評価する

必要がある。 

鳥類については、重要種、希少猛禽類及び渡り鳥に

ついて、有識者からの助言も得つつ適切な調査を実施

し、可能な限り生息・繁殖状況を把握できていると考

えております。 

また、クマタカにつきましては、2 繁殖期及び非繁

殖期の調査を実施しましたが、確認数が少数であった

こと、繁殖初期にディスプレイ飛行、鳴き交わし等の

繁殖に係る指標行動が確認されなかったことから、対

象事業実施区域及びその周辺において繁殖している可

能性は低いと考えられます。 

2 

（2）風車のブレード接触予測計算について 

 10 章 10.1.6（692、693）に衝突確率の予測表が記載さ

れますが、回避率 98％の値は高く、これは再度複数の地

域差や天候変化など含めて解析を行う必要ありと思われ

ます。 

鳥類の風車回避率については、「鳥類等に関する風力

発電施設立地適正化のための手引き」（平成 23 年 1 月、

平成 27年 9 月修正版）等を参考としております。 

3 

（3）風車設置計画の景観について 

 10.1.9（891～972）に風車の設置予定範囲が記載されて

ますが、これでは景観のイメージが分かりません。風車の

モンタージュを入れるなどの検討が必要です。 

主要な眺望景観の変化の程度については、将来の風

力発電施設の完成予想図を合成するフォトモンタージ

ュ法を用いて視覚的に予測しており、その結果を P. 

906～972 にお示ししております。 

4 

その他 環境省発行の「海ワシ類の風力発電施設バードス

トライク防止策の検討・実施手引き」（改定版）2022 年 8

月改定版 を参照し、検討お願いします。 

オジロワシへの影響については、「海ワシ類の風力発

電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き（改

定版）」（令和 4 年 8 月 環境省）の知見も踏まえて検

討しております。当該文献によると、本種は海岸から

の距離が近いほどバードストライクのリスクが高まる

ことが示されており、本事業の風力発電機は海岸から

2 ㎞以上の離隔があることから、バードストライクの

リスクは低い立地条件であると考えております。 
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準備書について提出された意見の概要及び事業者の見解（3） 

                             北海道札幌市北区麻生町 C氏 

No. 意見の概要 事業者の見解 

－ 

（前書き）コウモリ類について、環境の保全の見地からの意見

を以下に述べます。貴社及び委託先(株式会社東洋設計)の作為

が入る恐れがあるので、本意見書の内容は要約しないでくださ

い。 

本意見書の内容は要約せず、原文を記載致しま

した。 

1 

(1)コウモリ類の保全措置が不適切 

本事業のコウモリ類の保全措置として「フェザリング(風力発

電機のブレードを風に対して並行にして回転を止めること)」

が記載されておりませんが、以下の疑問があるのでお答えくだ

さい。 

①本事業で設置する風力発電機は、カットイン風速(発電を開

始する風速)未満であってもブレードは回転するのでしょう

か。 

 準備書段階では風力発電機の機種が確定して

いないため、現時点では未定です。 

 

2 
②本事業で設置する風力発電機は、カットイン風速を任意に変

更できるのでしょうか? 

 準備書段階では風力発電機の機種が確定して

いないため、現時点では未定です。 

3 

③本事業で設置する風力発電機は、弱風時にフェザリング(風

力発電機のブレードを風に対して並行にして回転を止めるこ

と)を実行できるのでしょうか？ 

 準備書段階では風力発電機の機種が確定して

いないため、現時点では未定です。 

4 

(2)コウモリ類の結果について 

P541「高高度調査における音声確認例数」に「確認例数」が多

いや少ないなどの記載がありますが、そもそも「音声確認例数」

とは何ですか?P534 には 1 ファイルの最大録音時間 15s とある

ので、おそらく 15s の録音ファイル数と推定されますが、P545

には「パルス確認数」とあります。通常コウモリの「パルス」

とは数 m 秒から数十 m 秒くらいの短い音を指します。「音声確

認例数」の定義を丁寧に述べてください。 

調査機器に録音されたコウモリ類の音声ファ

イル数を「音声確認例数」と記載しております。

ご指摘のとおり、「パルス確認数」については、

評価書において「音声確認例数」に統一致します。 

5 

(3)コウモリの予測結果(ブレード、タワーへの接近接触)が不

適切 

P697 コウモリ類(20kHz 前後)ブレード・タワー等への接近・接

触に「風速との関係を見ると対象種の確認例数は風速の低い範

囲で多く、風速が大きくなるにつれて減少する傾向がみられる

こと…ブレードタワーへの接近接触が生じる可能性は低いと

考えられる。」とありますが、以下の理由からこの予測は不適

切です。 

①P49 に新設する風力発電機のカットイン風速 3.0m/s とある。

つまり風速 3m/s でブレードは回転している。 

②P541 にはコウモリ類（20kHz 前後）は「高度 50m では 3.5m/s

～4.0m/s の範囲で最も音声確認例が多くなった」とある。カッ

トイン風速 3m/s 以上でブレードが回転して発電しているなら

ば、風速 3～4m/s の範囲(②)で高度 50m にいるコウモリ類

（20kHz 前後）は、ブレードにあたって死ぬか、バロトラウマ

により窒息死すると予測されます。よって、ブレードタワーへ

の接近接触が生じる可能性は非常に高いと考えられます。 

本事業で確認された音声確認例数は、コウモリ

類のピークと考えられる 7月中旬～8月中旬頃で

も 1 日最大 60 例程であり、道内の平地と比較し

ても少ないことが専門家からも示されておりま

す。当該期間外ではさらに確認例数は少なく、コ

ウモリ類の飛翔も少ないと想定されることから、

ブレード・タワー等への接近・接触による影響は

小さいと考えております。 

6 

(4)コウモリ類の保全措置が不十分 

P547の図コウモリ類の飛翔頻度(BD1/高度 50m)をみると 7月か

ら 8 月にかけてコウモリのピークがあります。この時期にカッ

トイン風速未満のフェザリングするなどの保全措置を追加し

てください。 

本事業で確認された音声確認例数は、コウモリ

類のピークと考えられる 7月中旬～8月中旬頃で

も 1 日最大 60 例程であり、道内の平地と比較し

ても少ないことが専門家からも示されているた

め、ブレード・タワー等への接近・接触による影

響は小さいと考えております。そのため、現時点

では環境保全措置は検討しておりませんが、今後

は事後調査を適切に実施し、影響の程度が著しい

と判断された場合は、専門家等からの助言を得つ

つ、適切な環境保全措置を講じることとしており

ます。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 

7 

(5)「コウモリの活動期間中にカットイン風速(発電を開始す

る風速)の値を上げること及び低風速時にフェザリング 

(風力発電機のブレードを風に対して並行にして回転を止め

ること)を行うこと」がバットストライクを低減できる、「科

学的に立証された保全措置」です(文献 1)。また、国内にお

いても低減効果はすでに実証されています(文献 2、文献 3)。

事業者は『できる限りの保全措置をする』といいました。そ

れでは、死亡事後が発生する前に上記保全措置を必ず実施し

てください。実施しない場合は、『できる限りの保全措置を実

施しなくてもよい』と判断した合理的根拠を述べてください。 

(文献 1)Effectiveness of Changing Wind Turbine Cut-in 

Speed to Reduce Bat Fatalities at Wind Facilities Final 

Report,Edward B.Arnett and Michael Schirmacher.2010 

(文献 2)「ユーラス東由利原ウインドファーム環境影響評

価報告書[公聞版]」(令和 4(2022)年 2 月,株式会社ユーラ

スエナジーホールディングス)秋田県. 

(文献 3)「ユーラス由利高原ウインドファーム[公開版]」

(令和 4(2022)年 2 月,株式会社ユーラスエナジーホールデ

ィングス)秋田県. 

本事業で確認された音声確認例数は、コウモリ

類のピークと考えられる7月中旬～8月中旬頃でも

1 日最大 60 例程であり、道内の平地と比較しても

少ないことが専門家からも示されております。当

該期間外ではさらに確認例数は少なく、コウモリ

類の飛翔も少ないと想定されることから、ブレー

ド・タワー等への接近・接触による影響は小さい

と考えております。そのため、現時点では環境保

全措置は検討しておりませんが、今後は事後調査

を適切に実施し、影響の程度が著しいと判断され

た場合は、専門家等からの助言を得つつ、適切な

環境保全措置を講じることとしております。 

8 

(6)コウモリ類の専門家の船越公威さんが執筆された書籍に

は、風力発電事業におけるコウモリ類の保全措置として「カ

ットイン風速(風力発電機が発電を開始する風速)の値を上げ

ることと風車を風と平行にすること(フェザリング)」が記載

されています。事業者は『最新の科学的知見に則った保全措

置をする』といいました。本事業においてもコウモリ類への

影響が予測されていますので、最新の科学的知見に則り、死

亡故が発生する前に「カットイン風速を上げること」と「フ

ェザリングをすること」をコウモリの保全措置として実施し

てください。もし実施しない場合には、『最新の科学的知見を

無視し、追加の保全措置を実施しなくてもよい』と判断した

合理的根拠を述べてください。 

・「コウモリ学適応と進化」(2020 年,船越公威,東京大学出版

会,p229) 

本事業で確認された音声確認例数は、コウモリ

類のピークと考えられる7月中旬～8月中旬頃でも

1 日最大 60 例程であり、道内の平地と比較しても

少ないことが専門家からも示されております。当

該期間外ではさらに確認例数は少なく、コウモリ

類の飛翔も少ないと想定されることから、ブレー

ド・タワー等への接近・接触による影響は小さい

と考えております。そのため、現時点では環境保

全措置は検討しておりませんが、今後は事後調査

を適切に実施し、影響の程度が著しいと判断され

た場合は、専門家等からの助言を得つつ、適切な

環境保全措置を講じることとしております。 

9 

(7)他の風力発電事業では妊娠中のコウモリも死んでいます。

もし妊娠個体の死亡事故が起こってから、保全措置を行って

も胎児は助かりませんが、このような非可逆的影響に対して

企業としてどのような責任をとるおつもりですか。 

コウモリ類については、現時点では影響は小さ

いと考えておりますが、今後は事後調査を適切に

実施し、影響の程度が著しいと判断された場合は、

専門家等からの助言を得つつ、適切な環境保全措

置を講じることとしております。 
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(8)「事後調査」について 

国内の風力発電事業については、近年、その事後調査報告書が出され

ています。しかしその中身を読むと、主観的な、事業者にとって都合

のよいことばかりが書いてあり、本当に呆れました。『事後調査報告は

科学的』というのは大嘘で、事後調査報告とは事業者の『主観・妄想・

願望』を羅列した単なる作文に他なりません。 

例えば、環境保全措置として「ライトアップ不使用および航空障害灯

の閃光灯採用」を行った、ある事業者は、事後調査で複数のコウモリ

が死んでいたにもかかわらず、「バットストライクの懸念が著しくな

い」として追加の保全措置を何もせずに事後調査を打ち切っています

(文献 1、文献 2、文献 3,文献 4)。特に酷いのは、「米国の事例では 1

基あたりの年間衝突率はコウモリ類で 15 個体/基/年であり、本事業で

の1基あたりの衝突数はコウモリ類で11,2個体/基/年といずれもその

範疇であった。以上より、コウモリ類に関して影響は大きいものでは

ない」と主張する事業者がいることです(文献１，4)。「アメリカで 1

基あたり年間 15 個体死んでいるが、それよりも死亡数が少ないから影

響は少ない」というロジックですが、「他人はもっと殺している。それ

より自分が殺した数は少ないからいいだろう」という論点のすり替え

です。 

 

本事業者の「事後調査」についても、疑念があるのでお答えください。 

 

①事後調査結果について住民が意見書を出せるようにしてください。 

②事後調査結果を公正に審査する公的な委員会はありますか?なけれ

ば開催してください。 

③事後調査で事業者側がヒアリングする専門家は事業者の利害関係者

(謝金の支払いを含む)なのですか? 

④③の専門家が利害関係者でないこと(付度しない者であること)をど

うやって客観的に証明するのですか。 

⑤仮に事後調査でコウモリの死骸が確認されても、事業者が追加の保

全措置をする義務はなく、罰則もないというのは本当でしょうか? 

⑥⑤について本当ならば、もし事後調査でコウモリの死骸が確認され

た場合、だれが追加的保全措置の行使を保証するのですか? 

⑦事後調査でコウモリが複数死んでいた場合でも、他の事業者は「バ

ットストライクの懸念が著しくない」として追加の保全措置をしてい

ません。コウモリは年に 1 回だけ繁殖し、1 回に 1～2 頭しか仔を産み

ません。そのため 1 年間で死亡するのがたとえ数個体であっても、風

車で毎年コウモリを殺し続ければ、個体群は回復不能になりやがて絶

滅します。本事業者が追加の保全措置を行使する基準「著しい影響」

とは何個体なのかを具体的に述べてください。 

⑧事後調査を踏まえた追加的保全措置の行使について、その実行性は

保証がないので、評価できません。最新の知見を踏まえた保全措置(フ

ェザリング)を、コウモリを殺す前から必ず実施してください。 

⑨普通種であろうが重要種であろうが、1 頭たりともコウモリを殺さ

ないでください。 

(文献 1)「大間風力発電所建設事業環境の保全のための措置等に係る

報告書」(平成 30(2018)年,株式会社ジェイウインド,委託先:株式会社

ジェイペック)P.327 

(文献 2)「ユーラス石巻ウインドファーム環境影響評価報告書」(令和

3(2021)年,株式会社ユーラスエナジーホールディングス,委託先:アジ

ア航測株式会社)P.84 

(文献 3)「潟上海岸における風力発電事業に係る環境影響評価事後調

査報告書(供用 2 年目の調査結果)」(令和 4(2022)年 6 月,株式会社

A-WINDENERGY,委託先:エヌエス環境株式会社)P.67 

(文献 4)「秋田潟上ウインドファーム風力発電事業環境影響評価事後

調査報告書」(令和 4(2022)年 12 月,秋田潟上ウィンドファーム合同会

社,委託先:株式会社自然科学調査事務所)P.132,P390 

①②事後調査については、環境影響評価

法及び電気事業法に基づき適切に実施

し、その結果を報告書として公表致しま

す。 

③④事後調査結果に関する専門家ヒアリ

ング時に謝礼金をお渡しするかは、委託

先のコンサルタント等の判断となりま

す。そのため、事業者との間には利害関

係はなく、公平性は確保できていると考

えております。 

⑤⑥追加的保全措置等の義務はございま

せんが、事後調査結果から影響の程度が

著しいと判断された場合は、専門家等か

らの助言を得つつ、適切な環境保全措置

を講じることとしております。電気事業

法では、環境影響評価書に記載されたと

おりに工事を行うことが工事計画の認可

等の条件となっているため、環境影響評

価書に記載することで、影響が著しいと

判断された場合の追加的な環境保全措置

の適切な実施も担保されると考えており

ます。 

⑦著しい影響の程度については、事後調

査の結果を踏まえ、専門家等からのご意

見も頂きつつ検討致します。 

⑧コウモリ類については、現時点では影

響は小さいと考えておりますが、今後は

事後調査を適切に実施し、影響の程度が

著しいと判断された場合は、専門家等か

らの助言を頂きつつ、適切な環境保全措

置を講じることとしております。 

⑨コウモリ類への影響を全て排除するこ

とは困難と考えますが、今後は事後調査

を適切に実施し、影響の程度が著しいと

判断された場合は、専門家等からの助言

を頂きつつ、適切な環境保全措置を講じ

ることとしております。 
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(9)「事後調査」について 

最新のガイドライン※によれば、週 1 回(探索間隔が 7 日)の

頻度は、コウモリが見つかる前にスカベンジャーに捕食され

る可能性が高くなるので推奨されていません。探索間隔が長

いとコウモリの死亡日が推定できず、保全措置の検討ができ

ないためです。そのためコウモリ類の死骸確認調査について

は、2 日～4 日間隔が許容される限度であることも指摘されて

います。以上のことから 

①バットストライク調査は、『1 回あたり連続 5 日間調査』を

行ってください。 

②事後調査は早朝(午前中)に行ってください。 

③死骸探索は、訓練されたイヌを使った調査を実施してくだ

さい。(人による調査は発見率が低い) 

④死骸探索と同時に連続した録音調査を実施してください。 

⑤もし本当にコウモリの死骸が確認されたならば、「カットイ

ン風速をあげる保全措置」をしたうえで、更に 1 年間の事後

調査を行って下さい。 

※「Bats and onshore wind turbines-survey, assessment and 

mitigation」 

https://www,nature,scot/doc/bats-and-onshore-wind-turb

ines-survey-assessment-and- 

mitigation 

事後調査の頻度、手法等については、経済産業

省が実施した持ち去り率についての調査及び「鳥

類等に関する風力発電施設立地適正化のための手

引き」（2011 年 環境省）を参考に計画致しました。 
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